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（変更認可）

第７条　略

（変更認可等）

第７条　略　　

２　法第20条第１項ただし書に規定する軽微な変更は、認可計画

の範囲内において行う変更であって、次の各号のいずれかに該

当するものとする。

　（１）　地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

　（２）　砂利採取場の面積の減少

　（３）　採取をする砂利の種類又は種類ごとの数量の減少

　（４）　採取の期間の短縮

　（５）　採掘又は切土をする土地の面積又は深さの減少  

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

─
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議案第６号

鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例

　次のとおり鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県警察手数料条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第１項の規定により、本議会の議決を求める。

　　令和元年６月７日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　　　鳥取県手数料徴収条例及び鳥取県警察手数料条例の一部を改正する条例

（鳥取県手数料徴収条例の一部改正）

第１条　鳥取県手数料徴収条例（平成12年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
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改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（手数料の徴収）

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応

じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴

収する。

　（１）～（28）　略

　（29）　毒物及び劇物取締法第４条第２項（同法第９条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく毒物又は劇物

の製造業又は輸入業の登録等の申請の経由事務　次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　登録の申請　１件につき20, 600円

　　イ　略

　（30）～（116）　略

　（117）　消防法第13条の３第３項の規定に基づく危険物取扱者試

験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　甲種危険物取扱者試験　１件につき6, 500円

　　イ　乙種危険物取扱者試験　１件につき4, 500円

（手数料の徴収）

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応

じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴

収する。

　（１）～（28）　略

　（29）　毒物及び劇物取締法第４条第２項（同法第９条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく毒物又は劇物

の製造業又は輸入業の登録等の申請の経由事務　次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　登録の申請　１件につき20, 700円

　　イ　略

　（30）～（116）　略

　（117）　消防法第13条の３第３項の規定に基づく危険物取扱者試

験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　甲種危険物取扱者試験　１件につき6, 600円

　　イ　乙種危険物取扱者試験　１件につき4, 600円
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　　ウ　丙種危険物取扱者試験　１件につき3, 600円

　（118）～（131）　略

　（132）　火薬類取締法第31条第３項の規定に基づく火薬類製造保

安責任者試験等の実施又は火薬類製造保安責任者免状等の交

付　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試

験の実施　１件につき17, 000円

　　イ　略

　（133）～（144）　略

　（145）　高圧ガス保安法第31条第２項（高圧ガス保安法施行令第

18条第２項の規定により処理する場合を含む。）の規定に基

づく高圧ガス製造保安責任者試験等の実施　次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額

　　ア　乙種化学責任者免状に係るもの　１件につき9, 000円（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成14年法律第151号）第３条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合

（以下この号及び第173号において「電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合」という。）にあっては、１件

　　ウ　丙種危険物取扱者試験　１件につき3, 700円

　（118）～（131）　略

　（132）　火薬類取締法第31条第３項の規定に基づく火薬類製造保

安責任者試験等の実施又は火薬類製造保安責任者免状等の交

付　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試

験の実施　１件につき18, 000円

　　イ　略

　（133）～（144）　略

　（145）　高圧ガス保安法第31条第２項（高圧ガス保安法施行令第

18条第２項の規定により処理する場合を含む。）の規定に基

づく高圧ガス製造保安責任者試験等の実施　次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額

　　ア　乙種化学責任者免状に係るもの　１件につき9, 300円（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成14年法律第151号）第３条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合

（以下この号及び第173号において「電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合」という。）にあっては、１件
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改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（手数料の徴収）

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応

じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴

収する。

　（１）～（28）　略

　（29）　毒物及び劇物取締法第４条第２項（同法第９条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく毒物又は劇物

の製造業又は輸入業の登録等の申請の経由事務　次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　登録の申請　１件につき20, 600円

　　イ　略

　（30）～（116）　略

　（117）　消防法第13条の３第３項の規定に基づく危険物取扱者試

験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　甲種危険物取扱者試験　１件につき6, 500円

　　イ　乙種危険物取扱者試験　１件につき4, 500円

（手数料の徴収）

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号の事務に応

じて別に定める期限までに、当該各号に定める額の手数料を徴

収する。

　（１）～（28）　略

　（29）　毒物及び劇物取締法第４条第２項（同法第９条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく毒物又は劇物

の製造業又は輸入業の登録等の申請の経由事務　次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　登録の申請　１件につき20, 700円

　　イ　略

　（30）～（116）　略

　（117）　消防法第13条の３第３項の規定に基づく危険物取扱者試

験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　甲種危険物取扱者試験　１件につき6, 600円

　　イ　乙種危険物取扱者試験　１件につき4, 600円
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　　ウ　丙種危険物取扱者試験　１件につき3, 600円

　（118）～（131）　略

　（132）　火薬類取締法第31条第３項の規定に基づく火薬類製造保

安責任者試験等の実施又は火薬類製造保安責任者免状等の交

付　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試

験の実施　１件につき17, 000円

　　イ　略

　（133）～（144）　略

　（145）　高圧ガス保安法第31条第２項（高圧ガス保安法施行令第

18条第２項の規定により処理する場合を含む。）の規定に基

づく高圧ガス製造保安責任者試験等の実施　次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額

　　ア　乙種化学責任者免状に係るもの　１件につき9, 000円（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成14年法律第151号）第３条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合

（以下この号及び第173号において「電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合」という。）にあっては、１件

　　ウ　丙種危険物取扱者試験　１件につき3, 700円

　（118）～（131）　略

　（132）　火薬類取締法第31条第３項の規定に基づく火薬類製造保

安責任者試験等の実施又は火薬類製造保安責任者免状等の交

付　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　　ア　火薬類製造保安責任者試験又は火薬類取扱保安責任者試

験の実施　１件につき18, 000円

　　イ　略

　（133）～（144）　略

　（145）　高圧ガス保安法第31条第２項（高圧ガス保安法施行令第

18条第２項の規定により処理する場合を含む。）の規定に基

づく高圧ガス製造保安責任者試験等の実施　次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める額

　　ア　乙種化学責任者免状に係るもの　１件につき9, 300円（行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平

成14年法律第151号）第３条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合

（以下この号及び第173号において「電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合」という。）にあっては、１件
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につき8, 500円）

　　イ　丙種化学責任者免状に係るもの　１件につき8, 400円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき7, 900円）

　　ウ　乙種機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 000円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき8, 500円）

　　エ　第２種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 000

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき8, 500円）

　　オ　第３種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき8, 400

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき7, 900円）

　　カ　第１種販売主任者免状に係るもの　１件につき7, 600円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき7, 100円）

　　キ　第２種販売主任者免状に係るもの　１件につき6, 000円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき5, 500円）

につき8, 800円）

　　イ　丙種化学責任者免状に係るもの　１件につき8, 700円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき8, 200円）

　　ウ　乙種機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 300円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき8, 800円）

　　エ　第２種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 300

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき8, 800円）

　　オ　第３種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき8, 700

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき8, 200円）

　　カ　第１種販売主任者免状に係るもの　１件につき7, 900円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき7, 400円）

　　キ　第２種販売主任者免状に係るもの　１件につき6, 200円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき5, 700円）
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　（146）～（156）　略

　（157）　電気工事士法（昭和35年法律第139号）第４条第２項の

規定に基づく電気工事士免状の交付　次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める額

　　ア　第１種電気工事士免状　１件につき5, 900円

　　イ　第２種電気工事士免状　１件につき5, 200円

　（158）　電気工事士法施行令（昭和35年政令第260号）第４条

第１項の規定に基づく電気工事士免状の再交付　１件につき

2, 600円

　（159）　電気工事士法施行令第５条の規定に基づく電気工事士免

状の書換え交付　１件につき2, 000円

　（160）～（172）　略

　（173）　液化石油ガス法第38条の５第２項の規定に基づく液化石

油ガス設備士試験の実施　１件につき20, 700円（電子情報処

理組織により受験願書を提出する場合にあっては、１件につ

き20, 200円）

　（174）～（199）　略

　（200）　職業能力開発促進法第46条第２項の規定に基づく技能検

定試験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　（146）～（156）　略

　（157）　電気工事士法（昭和35年法律第139号）第４条第２項の

規定に基づく電気工事士免状の交付　次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める額

　　ア　第１種電気工事士免状　１件につき6, 000円

　　イ　第２種電気工事士免状　１件につき5, 300円

　（158）　電気工事士法施行令（昭和35年政令第260号）第４条

第１項の規定に基づく電気工事士免状の再交付　１件につき

2, 700円

　（159）　電気工事士法施行令第５条の規定に基づく電気工事士免

状の書換え交付　１件につき2, 100円

　（160）～（172）　略

　（173）　液化石油ガス法第38条の５第２項の規定に基づく液化石

油ガス設備士試験の実施　１件につき21, 400円（電子情報処

理組織により受験願書を提出する場合にあっては、１件につ

き20, 900円）

　（174）～（199）　略

　（200）　職業能力開発促進法第46条第２項の規定に基づく技能検

定試験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
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につき8, 500円）

　　イ　丙種化学責任者免状に係るもの　１件につき8, 400円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき7, 900円）

　　ウ　乙種機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 000円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき8, 500円）

　　エ　第２種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 000

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき8, 500円）

　　オ　第３種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき8, 400

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき7, 900円）

　　カ　第１種販売主任者免状に係るもの　１件につき7, 600円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき7, 100円）

　　キ　第２種販売主任者免状に係るもの　１件につき6, 000円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき5, 500円）

につき8, 800円）

　　イ　丙種化学責任者免状に係るもの　１件につき8, 700円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき8, 200円）

　　ウ　乙種機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 300円（電

子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、

１件につき8, 800円）

　　エ　第２種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき9, 300

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき8, 800円）

　　オ　第３種冷凍機械責任者免状に係るもの　１件につき8, 700

円（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合に

あっては、１件につき8, 200円）

　　カ　第１種販売主任者免状に係るもの　１件につき7, 900円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき7, 400円）

　　キ　第２種販売主任者免状に係るもの　１件につき6, 200円

（電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっ

ては、１件につき5, 700円）

─
 37 ─

　（146）～（156）　略

　（157）　電気工事士法（昭和35年法律第139号）第４条第２項の

規定に基づく電気工事士免状の交付　次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める額

　　ア　第１種電気工事士免状　１件につき5, 900円

　　イ　第２種電気工事士免状　１件につき5, 200円

　（158）　電気工事士法施行令（昭和35年政令第260号）第４条

第１項の規定に基づく電気工事士免状の再交付　１件につき

2, 600円

　（159）　電気工事士法施行令第５条の規定に基づく電気工事士免

状の書換え交付　１件につき2, 000円

　（160）～（172）　略

　（173）　液化石油ガス法第38条の５第２項の規定に基づく液化石

油ガス設備士試験の実施　１件につき20, 700円（電子情報処

理組織により受験願書を提出する場合にあっては、１件につ

き20, 200円）

　（174）～（199）　略

　（200）　職業能力開発促進法第46条第２項の規定に基づく技能検

定試験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

　（146）～（156）　略

　（157）　電気工事士法（昭和35年法律第139号）第４条第２項の

規定に基づく電気工事士免状の交付　次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める額

　　ア　第１種電気工事士免状　１件につき6, 000円

　　イ　第２種電気工事士免状　１件につき5, 300円

　（158）　電気工事士法施行令（昭和35年政令第260号）第４条

第１項の規定に基づく電気工事士免状の再交付　１件につき

2, 700円

　（159）　電気工事士法施行令第５条の規定に基づく電気工事士免

状の書換え交付　１件につき2, 100円

　（160）～（172）　略

　（173）　液化石油ガス法第38条の５第２項の規定に基づく液化石

油ガス設備士試験の実施　１件につき21, 400円（電子情報処

理組織により受験願書を提出する場合にあっては、１件につ

き20, 900円）

　（174）～（199）　略

　（200）　職業能力開発促進法第46条第２項の規定に基づく技能検

定試験の実施　次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

─
 35 ─



─
 38 ─

　　ア　実技試験　１件につき17, 900円を超えない範囲内で知事

が別に定める額

　　イ　略

　（201）～（292）　略

　（293）　採石法第32条の13第１項の規定に基づく採石業務管理者

試験の実施　１件につき8, 000円

　（294）～（300の３）　略

　（301）　建築士法（昭和25年法律第202号）第５条第１項の規

定に基づく２級建築士又は木造建築士の登録　１件につき

19, 200円

　（301の２）　略

　（302）　建築士法第13条の規定に基づく２級建築士試験及び木造

建築士試験の実施　１件につき17, 700円

　（303）～（328）　略

２　略

　　ア　実技試験　１件につき18, 200円を超えない範囲内で知事

が別に定める額

　　イ　略

　（201）～（292）　略

　（293）　採石法第32条の13第１項の規定に基づく採石業務管理者

試験の実施　１件につき8, 100円

　（294）～（300の３）　略

　（301）　建築士法（昭和25年法律第202号）第５条第１項の規

定に基づく２級建築士又は木造建築士の登録　１件につき

19, 300円

　（301の２）　略

　（302）　建築士法第13条の規定に基づく２級建築士試験及び木造

建築士試験の実施　１件につき17, 900円

　（303）～（328）　略

２　略

（鳥取県警察手数料条例の一部改正）

第２条　鳥取県警察手数料条例（平成12年鳥取県条例第38号）の一部を次のように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
 39 ─

（手数料の徴収）   

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号に定める額

の手数料を徴収する。    

　（１）～（15の７）　略

　（15の８）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条第１項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続

の承認　１件につき8, 600円（同時に複数の特定遊興飲食店営

業について承認を受けようとする場合の２件目以後の承認に

ついては、3, 800円）

　（15の９）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の２第１項の規定に基づく法人の合併の承認　１

件につき11, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

（手数料の徴収）  

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号に定める額

の手数料を徴収する。    

　（１）～（15の７）　略

　（15の８）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条第１項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続

の承認　１件につき8, 700円（同時に複数の特定遊興飲食店営

業について承認を受けようとする場合の２件目以後の承認に

ついては、3, 800円）

　（15の９）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の２第１項の規定に基づく法人の合併の承認　１

件につき12, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

─
 36 ─



─
 38 ─

　　ア　実技試験　１件につき17, 900円を超えない範囲内で知事

が別に定める額

　　イ　略

　（201）～（292）　略

　（293）　採石法第32条の13第１項の規定に基づく採石業務管理者

試験の実施　１件につき8, 000円

　（294）～（300の３）　略

　（301）　建築士法（昭和25年法律第202号）第５条第１項の規

定に基づく２級建築士又は木造建築士の登録　１件につき

19, 200円

　（301の２）　略

　（302）　建築士法第13条の規定に基づく２級建築士試験及び木造

建築士試験の実施　１件につき17, 700円

　（303）～（328）　略

２　略

　　ア　実技試験　１件につき18, 200円を超えない範囲内で知事

が別に定める額

　　イ　略

　（201）～（292）　略

　（293）　採石法第32条の13第１項の規定に基づく採石業務管理者

試験の実施　１件につき8, 100円

　（294）～（300の３）　略

　（301）　建築士法（昭和25年法律第202号）第５条第１項の規

定に基づく２級建築士又は木造建築士の登録　１件につき

19, 300円

　（301の２）　略

　（302）　建築士法第13条の規定に基づく２級建築士試験及び木造

建築士試験の実施　１件につき17, 900円

　（303）～（328）　略

２　略

（鳥取県警察手数料条例の一部改正）

第２条　鳥取県警察手数料条例（平成12年鳥取県条例第38号）の一部を次のように改正する。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

─
 39 ─

（手数料の徴収）   

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号に定める額

の手数料を徴収する。    

　（１）～（15の７）　略

　（15の８）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条第１項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続

の承認　１件につき8, 600円（同時に複数の特定遊興飲食店営

業について承認を受けようとする場合の２件目以後の承認に

ついては、3, 800円）

　（15の９）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の２第１項の規定に基づく法人の合併の承認　１

件につき11, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

（手数料の徴収）  

第２条　次の各号に掲げる事務については、申請その他の行為に

より当該事務をすることを求める者から、当該各号に定める額

の手数料を徴収する。    

　（１）～（15の７）　略

　（15の８）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条第１項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続

の承認　１件につき8, 700円（同時に複数の特定遊興飲食店営

業について承認を受けようとする場合の２件目以後の承認に

ついては、3, 800円）

　（15の９）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の２第１項の規定に基づく法人の合併の承認　１

件につき12, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

─
 37 ─



─
 40 ─

　（15の10）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の３第１項の規定に基づく法人の分割の承認　１

件につき11, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

　（15の11）～（23の２）　略

　（24）　銃砲刀剣類取締法第５条の３第１項の規定に基づく猟銃

及び空気銃の取扱いに関する講習の実施　次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額

　　ア　略

　　イ　アに掲げるもの以外のもの　１件につき6, 800円

　（25）　略

　（25の２）　銃砲刀剣類取締法第５条の５第１項の規定に基づく

猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施　１件につき

12, 300円

　（26）～（30の３）　略

　（30の４）　銃砲刀剣類取締法第９条の14第１項の規定に基づく

年少射撃資格の認定のための講習会の実施　１件につき9, 700

円

　（15の10）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の３第１項の規定に基づく法人の分割の承認　１

件につき12, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

　（15の11）～（23の２）　略

　（24）　銃砲刀剣類取締法第５条の３第１項の規定に基づく猟銃

及び空気銃の取扱いに関する講習の実施　次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額

　　ア　略

　　イ　アに掲げるもの以外のもの　１件につき6, 900円

　（25）　略

　（25の２）　銃砲刀剣類取締法第５条の５第１項の規定に基づく

猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施　１件につき

12, 700円

　（26）～（30の３）　略

　（30の４）　銃砲刀剣類取締法第９条の14第１項の規定に基づく

年少射撃資格の認定のための講習会の実施　１件につき9, 800

円

─
 41 ─

　（31）～（59）　略

　（60）　警備業法第42条第２項第１号の規定に基づく機械警備業

務管理者講習の実施　１件につき38, 000円

　（60の２）～（70）　略

２　略

　（31）～（59）　略

　（60）　警備業法第42条第２項第１号の規定に基づく機械警備業

務管理者講習の実施　１件につき39, 000円

　（60の２）～（70）　略

２　略

　　　附　則

　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

─
 38 ─



─
 40 ─

　（15の10）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の３第１項の規定に基づく法人の分割の承認　１

件につき11, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

　（15の11）～（23の２）　略

　（24）　銃砲刀剣類取締法第５条の３第１項の規定に基づく猟銃

及び空気銃の取扱いに関する講習の実施　次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額

　　ア　略

　　イ　アに掲げるもの以外のもの　１件につき6, 800円

　（25）　略

　（25の２）　銃砲刀剣類取締法第５条の５第１項の規定に基づく

猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施　１件につき

12, 300円

　（26）～（30の３）　略

　（30の４）　銃砲刀剣類取締法第９条の14第１項の規定に基づく

年少射撃資格の認定のための講習会の実施　１件につき9, 700

円

　（15の10）　風営適正化法第31条の23において準用する風営適正

化法第７条の３第１項の規定に基づく法人の分割の承認　１

件につき12, 000円（同時に複数の特定遊興飲食店営業につい

て承認を受けようとする場合の２件目以後の承認については、

3, 300円）

　（15の11）～（23の２）　略

　（24）　銃砲刀剣類取締法第５条の３第１項の規定に基づく猟銃

及び空気銃の取扱いに関する講習の実施　次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額

　　ア　略

　　イ　アに掲げるもの以外のもの　１件につき6, 900円

　（25）　略

　（25の２）　銃砲刀剣類取締法第５条の５第１項の規定に基づく

猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施　１件につき

12, 700円

　（26）～（30の３）　略

　（30の４）　銃砲刀剣類取締法第９条の14第１項の規定に基づく

年少射撃資格の認定のための講習会の実施　１件につき9, 800

円

─
 41 ─

　（31）～（59）　略

　（60）　警備業法第42条第２項第１号の規定に基づく機械警備業

務管理者講習の実施　１件につき38, 000円

　（60の２）～（70）　略

２　略

　（31）～（59）　略

　（60）　警備業法第42条第２項第１号の規定に基づく機械警備業

務管理者講習の実施　１件につき39, 000円

　（60の２）～（70）　略

２　略

　　　附　則

　この条例は、令和元年10月１日から施行する。

─
 39 ─
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